
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

輔　尋年　の月　夕日 

・東京都知事殿 　　届出 � ��

喜鶏襲撼醗躍コン大井製働作業 

土壌汚染対策法第16条第1項の 刹K定により、要措置区域等から鍛出する汚染土嬢について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在壇 �8ﾈｹ�79>�)69�X皐自)ｩm｣iMC8ﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都品川区西大井一丁即447番lほか30筆(地番表示) 

汚染土壌の特定有寧物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨ�Yv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢の体積 �3�{�-ﾃC�-������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮Hﾉ:��ﾘﾚﾙ�ﾉxﾈ�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾘ��6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ｩH�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾉ��粂��
②　ケイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設 

⑧株式会社東立テクノクラシー　本社事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在勉 ����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��
②千葉県香取郡多古町子由宇裏山56番ほか 

③愛知県瀬戸市山路町87番3、118番l 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯���6ﾘﾈ���6ﾓ�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯���Hﾈ�9kﾙ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ6ﾘ7Y�8��uｸﾈ��h�ｩ?｢�

汚染土蟻の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�f僖�4霾譴�?｢�

運搬の用に撰する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 ����?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���ﾈﾞ�8ｼh�ﾉ�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ���

びに所有者の氏名又は名称及 ����8ﾉvﾙWY:ｨｩIDｩuﾙ&貶ｵ(迚5����ﾈﾞ育9�ﾈ�ﾈｾi�髷�vY'S��

び連絡先(運搬の際、積替え �x��蟹&ﾘ､8戊ｩH�檍��Jｨﾘi&靈ｸｼh���kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾉ4儁I&�&��b�

を行う場合に限る。) ��i^9Eｸ-ﾉ5儻H��o�����x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �ｨ��?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍��ﾞ�8ｼh����ﾈ紘�2册粟i¥ｨﾟｶﾂﾓ���

者の氏名又は名称及び連絡先 ����8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍���ﾈﾞ育�5����ﾈﾞ粟鞐粟i��*ﾃ�2ﾖﾂ�

(保管施設を用いる場合に限 �(��蟹&ﾘ､8戊ｩH�檍��Jｨﾘi�Xｼh���kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾhﾝxﾊ�*ﾃXｩ)&�&��b�

る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{���{�,ﾈ,h*�.��



汚染土壌の運搬の方法(1) (積替重保管無し)

形質変更時要届出区域:
東京都品川区西大井一丁自軍447番1ほか30華(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌、鉛溶出畳基準不適合土壌

【運搬受託者】 
YAMAテック株式会社 

荷姿埴読み十浸透防止シート等 

【処理施設】

株式会社ジーイーテクノス続演事業所

神奈打保横浜市神奈川区恵比須町8

種類こ分別等処理施設
処理方法三異物除去、含水率調整

汚染土蟻処理業許可祭085000 1か0空母

【処理施設】

ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町子日章裏山56番ほか

種類三分割等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

汚染土壌処理業許可第01 21 001 003号

1。運搬フロー図

2裏　運搬体制

運搬受託者: YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の-醇は、添付書類4「1のとおり

3.運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

・掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土壌の付着を陳止します。なお、汚染土額が付着した場合

は、敷地軸こおいて、タイヤの乾式酷を行います。

・　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

・汚染土斑は、自動車の荷台全面にシート掛けを行い、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します。



汚染土壌の連敗の方法(2) (穣替“保管有り)

工　運搬フロー図①

形質変更時要届出区域:

東京都品川区西大井一丁日毎447番1ほか30筆(地番表示)

鉛含有昌基準不適合土壌、鉛溶出宣基準不適合土壌

【運搬受託者】(陸運) 
YAMAテック株式会社 

千葉県千葉市稲毛区穴雄牛9-13 

荷姿埴読み十浸透防止シート等 

【積善・保管施設】
日興サービス株式会社:川崎事案所

神奈川県川崎市川崎区大川町5青7

【運搬請負者】〈海澄 
愛知海運株式会社 

愛知県名古屋市港区名浩二丁目9番31号 

荷染粉細くハッチかキー付主 

【積善喜保管施設】

愛知海運株式会社八号抱現業所
名古屋市港区船見町弓7番地地先

【運搬薄貧者】(陸運) 

棒武舎紅潮立 
愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷数ダンプトラック十浸透防止シート等 

【処理施設】

株式会社寮立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1 18番1

撞　類:分別等処理施設

処理方法;一兵物除去、含水率調整

汚染土壌処理業許可第〇231 001 003号



「.運搬フロー図②

形質変更時要届出区域:
東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

鉛含有量基準不適合王様、鉛溶出畳基準不適合土壌

【運搬受託割　く陸運) 

YAMAテック様式会祉 

千葉県千葉再認毛区六川2-9-13 

荷染直積み十浸透防止シート等i 

【積善農保管施設】

東洋埠頭株式会社川崎支店
神奈川県川崎市川崎区扇町言3-1

【運搬講貴書】(海運) 

愛知海運棒式会社 

愛知県名古屋市藩医名港ニ丁目9番31号 

荷姿;船舶(ハッチカバー付) 

【請書・保管施設】

愛知海運株式会社八号地現業所

名古屋市港区船員町57番地地先

【運搬請負者】鰹運) 

株式会社明立 
愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷姿:ダンプトラック十浸透防止シート等 

【処理施設】

株式会社寮立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1 18番1

種　類:分別善処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整

汚染土壌処理業許可第0231 001 003号



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土撥の区域外搬出届出書 

平成28年7月十日 

東京都知事　殿 

〒105-0014 

届艦護憲認諾● 

土壌汚染対簾法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土嬢について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8y?�)ｩm｣窺C8��窺CH��窺C�,ﾈｦX自YB� 
(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る持染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8�嶌ﾘyZ����7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘx�����sVﾖr�+R��
鉛及びその化合物　(土壌含有量基準不適合　粥0皿g/賞g) 

ふっ素及びその化合物(土壌溶出量基準不適合　3.9鴫/し) 

(土壌含有量基準不適合6500孤g/kg) 

※詳細は添付欝料1のとおり 

汚染土壌の体積 鼎9+#8���H��-8,��b��
※詳細は添付資料垂のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B����
※詳細は添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5H98馼7(6(4��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ��48�ｸ6X4�6ﾘ5�����Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ窺H�"�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ�(�ｩ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ�#Y?｢�
汚染土擬の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ�)h�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以�#Y?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��{�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) �,�+X��������������zｹMb(-b�

-、　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　. 

保管施設の所在瑠並びに所有 �*ｹTｩl霈ｹ�ｨﾍH��.�.�,R�
者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) �,�+X���������������ﾉV咽ｩE�"�

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

(確りクケJ轡一宏げ



添付資粗3

汚染土壌の運搬の方法

1、運搬フロー図

要措置区域等
東京都大田区京浜島二丁目8番3、 8番4、思番9の各一部(塊番表示)

汚染土壌(鉛、ふっ素)

陸運;株式会社サン・ビック 
(運搬受託者) 

荷姿こダンプトラックすシート掛け 

処理施設:株式会社ジー・イーテクノス
横浜事業所(第085000‡002号)

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
撞類　:分別等処理施設

2ぺ　運搬体制

運搬受託者;株式会社サン、ビック

協力会社及び使用する自動車等の-翳は、添付書類4の通り



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土蟻の区域外搬出届出蕾 

東京都婿殿　　　　　　　　　平成28年8月　半日 

東京都新宿区画薪南本丁目8番1手 刷者大鵬毅練武会厳最高支店 

土壌汚染対韓轄第16条第工項の規定により、要措軽区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 
一〇〇〇〇 

要措置区域等の所在地 竸979�i)韈ｸ數MH��賈$ｨ�?｣S�ｴ�4丿X��ﾝr�*ﾙ&IMIUﾈ鹵�� 

汚染土嬢の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5儻ILｹ}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ������S�|8���������h�ｨﾝx,ﾙ5儻IX�}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ48�ｸ6X4�6ﾘ5���ｵｹVﾈ�ｼh��

汚染土饗を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｹ��=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��^�(ｬh���u�8h���ｲ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ/�ﾝxｬx*ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ郊粂忖ｶhｬX��薰�

汚染土撥の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ����銈x菜6ﾒ�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H�)}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 丼�9h,�+R�

保管施設の所在堪並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 丼�9h,�+R�

連絡先　大成建設株式会社東京支店　四谷駅前馳区再開発工事作業所　03-弱15十4684 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすることや

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



汚染土壌の選鞭の方法

形質変更時要届出区域:
東京都新宿区本塩町25番、四谷一丁目50番の各一部(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌

【運搬受託者‡ 
YA肋Aテック株式会社 

荷姿埴積み十浸透防止シート 
フレコンパック 

【処理施設】

株式会社ジー富イーテクノス横浜事業所

神祭Il憬横浜市神奈川区恵比須町8
処理方法:分別等処理

0患50001 ○○2号

喜.運搬フロー図

2.運搬体制

運搬受託者こYA蝉Aテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一瞬は、添付薗類4のとおり

3.運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

・掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土額の付帯を防止します。なお、汚染土壌が付薄した勘合

は、敷地内において、ダイヤの乾式沸鞄を行います。

■　自動車への積込み作発車に適宜散水を行います。

→　汚染土壌は、自動車の荷台食掛こシート捌噂を勘、、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します。

②連投に伴う悪臭、騒音及び振動による生活積接保全上への支障を防ぐ措置
徽　積込みには、低騒皆型かつ低振動型の建設機械を使用します。

◆　使用する自動車の最大額載重量及び漣定速度を順守します。

・場内で賭、不要なアイドリング、空吹かしの禁止を徹底します。

③　緊急時の対応

・∴草故鱒を未然に防ぐための注意事項鞠こついて、尊前に作業員等への教育を行います。

◆　緊急連絡体制、緊急時の対応マニュアルを整備し、運搬草同等に備え付けます。

④　自動車等及び運搬容器の構造

■　汚染土嬢の遜鰍二は、ダンプトラックを横属し∴荷喜全面にシート掛けを行いますo





添付資料3

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域(掘削場所)

東京都杉並区高井戸東三丁目了番6号(住居表示)

1242番3ト部)、 1鎚2番4(一部主1251番l(一部)

ふっ素汚染土壌

陸運;添付資料4のとおり 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設さ株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所

神奈川県頼湊市神奈川区恵比須町8

之置　運搬体制

運搬受託者こ株式会社サン▲ビジグ東京草葉所

※協力会社及び使用する自動車篤の÷鷲は∴添付蕾類4のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 
28住東関申第14号 

東京都嫡戯　　　　　　平成28苧朗l日 　　　　　　　　　　∴言∴ 

土壌汚染対策法第16粂籠l項の 凵@　　十・∴●二 軸者頼親鰭聾護藤立拳言 　　’)、●一音_- 　　　審∵∵ 　　　事‾.●∴, 賦こより、要擢区域等か輔出する汚染圭読ふ‡諒 ���+��
のとおり届け出ます　　　　　　　　　　　　　　」駒　=∴「 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�h�ｾh��5�ﾅﾓiMI8x､�<Xﾇ�����*ﾙ&餉IUﾈ鹵�� 
東京都新宿区饅ヶ丘吋寮詩　　経居表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��i5儻Hﾘﾉ}��,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の体積 鼎��駟ｨ�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}駛�,ﾈ,h*�.��

汚染土額の運搬の方法 凛H戊��:餉｢��
※詳細は添付琵績3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｷﾘ48�ｸ6X4�6ﾘ5�����Vﾉ�ｨｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在飽 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾘ+���賈.陏�Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出の漕手予定日 兌ﾙ�ﾃ)����k�),ﾒ�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ+�*ｹD�+X皦.h齪+�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�D頽H+8ﾈ竍)u"�

汚染土嬢の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ-8+9�7H荀�)?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在砲並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先鰹轍の際、積替え を行う場合に限る。) 丼�9h,�+R�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に随 一る∴。) 丼�9h,�+X������������������������dﾉ?ｩ'S飲�ﾘｩｲ�

琵翻臓嵩千㌦ 
融蝿轟藍譜 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること寄　　　　　附抑用柵 剪�

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を静識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

<連絡先>

大成建設㈱都営霞ヶ丘アパート難聴整備工苺作業所∴　　幸離脅叶蝕帥一4151

≠刷毛ク畔上臆　　　二　　　　　　‾



汚染豊顕の運搬の諸藩

繋鶉麗震離塩壷の各_部(輔表示,

鉛含有量基準不適合土壌

随搬受託者】 
YAMAテック鵜式会社 

荷姿埴積み十浸透防止シート 

【処理施設】
株式会社ジーイーテクノス樵浜事業所
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
処理方法二分別等処理
汚染土犠処理案許可詰08雲0001 ○○之号

1.運搬フロー図

2.施工体制

運搬受託者: YAMAテック株式会祉

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり

3置　運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物賞等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

・掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土嬢の付着を院止します。なお、汚染土壌が付着した場合

は、敷地内において、タイヤの乾式洗浄を行います。

事　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

・汚染土壌は、自動車の荷台全面にシート掛けを行い、運搬中に飛掛落下等が生じないように管理

します。

②　運搬に伴う悪臭、擬音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

▲　積込みには、抵騒普型かつ低振動型の建設磯按を使用します。

・　使用する自動車の最大積載重量及び法定速度を膿等します。

t∴∴ノ場内では、不要なアイドリング・空吹かしの禁止を徹底します。

③　緊急時の対応

・事故等を謁馳こ防ぐための注惹専項等について、尊前に作業員等への教育を行います。

・緊急連絡俺凱緊急時の対応マニェアルを整備し、運搬車画筆に備え付けます。

④　自動車等及び運搬容器の構造

・汚染土壌の運搬には、ダンプトラックを使用し、荷台全面にシート掛けを行います。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

卑武郎年　8月/〆日 

東京都知事殿 剴ﾍ出者 

土壌汚染対策法郵6条第l項の 刹K定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在髄 宙�ｸ�ﾈ鹵儉ｸ�8ﾍX6ﾙnX自)ｩ&�>�� 
飽軽表示)港区虎ノ門一丁芝1幡6、之10番8の各一部 

汚染土壌の特定有容物質による �5h4�98���ｹv頽��

汚染状態 冦xﾝx-ﾉ5儻H��}�,ﾈ,h*�.ｒ�

汚染土壌の体積 ���Y7��ｸ�h*H.r緤4X������ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾈ,h*�.ｒ�

汚染土擬の運搬の方法 凛H暮H�:霍��

汚染土譲を運搬する者の氏名又 乘H�檍��fｹzH蝌ｼb�

は名称 乘H筋檍��5H98�X7(6(4�8ﾈｹ韜ik���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��x穆(�4����X�ﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土嬢の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�h�D騏ｸﾈ譎?｢ﾒ�

汚染土擬の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉEh6�D隸�ﾈ�6ﾉ?ｨ��示ﾒ�

汚染土壌の達駿完了予定日 兌ﾙ�ﾉk)D靫ｹ&ｨ鮖kHｴﾘ��ｨｸ����:ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ自Wy�8ﾌ�ﾈ�9?ｩ?ｨ���U��

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先鯉轍の際、積替えを行う 場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先繰 管施設を用いる場合に限る。) ��

[連勝先] 

鹿島・大林建設工事共同企 仂i�ﾂ�

メトロ日比谷線虎ノ門新駅版称江Ⅴ工事事務所 

担当　　　　　　　電話番 俘i+"ﾓc)Xﾓy�&ﾂ�

楯考l　この用紙の大きさ!お　日本工業親格A互とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏酌を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代議者)が署名することができるか



添付書類3

汚染土蟻の運搬の方法

1　運搬フロー図

形質変更時要措置区域
東京都港区虎ノ門一丁21 0番岳、創0番8の各一郎

シアン汚染土壌

陸運;、株荒会翫髄産業・∴∴、 
荷姿;¥ダンプトラック十_シート翻す 

処理施設　二株式会社ジーイーテクノス横浜事業所

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
種類　:分別等処理施設
処理方法;分別

之　運搬体制

運搬受託者　こ株式会社サン・ビック
株式会社北陸産業

協力会社及び使用する自動車等の置寛は、添付書類4のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を謡載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができるp

菖醤肇藷認諾駕タ。二カ肌サ‾チセジ‾搬整耀裟工韓務所



添付書類3「

基準不適合土壌の運搬の方法

1.運搬フロー

図3-1運搬フロー

2.運搬体制

連続受託者こケミカルグラウト棒式会社

協力会社および使用する自動車等一覧は添付書類4のとおり



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

諦泣昨　年仁子日 

東京都知事　殿 � 

土壌汚染対策法細6条第1項の規定により、賽措置区域鞠嶋搬出する汚染土鞠こついて、 

次のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �����ｶi8ﾈｹ�79��68ｾizx扞�)ｩm｣土MC�(��:�C�8�R� 

汚染土嬢の特定有害物質によ る汚染状態 兔ｨ艀,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �+x-x,IzH補一�:竟H�2�
※詳細は別紙運搬ブロー図を参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��b�

汚染土控を処理する者の氏名又は名称 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する施設の所在瑠 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾘｪ9WｩD霍ﾈﾈ�8eﾙ?｢�

汚染土額の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*僖���ﾈ韶Xﾜ冦｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾇﾘ��D��xﾈ�-�62�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�ﾙD鞆ｸﾈ��9?ｩ?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在塊並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名うを認識し、押印することに代えて、

人にあってはその代表者)が署名することができる。



2.汚染土壌の運搬方法

汚染土壌の運搬は法施行規則第65条各部こ定める基準に別して実施する。

1)運搬フロー図

要措置区域等から汚染土壌処理施設までの汚染土壌の流れについて以下にまとめる。

①搬出場所より㈱ジー・イーテクノス横浜事業所(分別等処理施設)まで

<要措置区域等>

(地番)東京都墨田区立花六丁目97番工2、同番13

Se十剛屯王Pbによる複合汚染土壌(K鵜1区画G廿O.0へ0.5皿)

運　勘㈱サン・ピック　東京事務所 

東京都藩医港南二丁目16番1号 

荷　姿;バラ積み十シート掛け 

処　　理;㈱ジー・イーテクノス　椋浜事業所

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8

施設の種類:分別等処理施設

処理方法:分別等処理

2)運搬体制

<運搬受託者>　株式会社サンじビック　東京事務所

東京都港区港南色16-1

電話0蜜裏6?18・25駆

※協力会社及び使用する車両については、巻末資料-2土壌搬出使用車両一覧表の通り。

3



鞭式範十六(術六十・無雑一項関係)

細田
_青書事グ

汚繰上蟻の蒔域外搬研屈曲癌 

平成28単年駆照 

媒∴島部知i韓　殿 
東京都千代朋医神岡須田榔 

届出音　エコシステムエンジニア　　　　　三社 
代衆取締役∴山本∴既七 

土壌汚染対策法第16粂窮1項の規定により、襲擬罷区域等から搬出する汚染土壌について、次U)とお 

り届け出ます, 

婁措欝区域等の新帝地 亊�8ﾉ78ﾗ)�ﾉ+ﾉ<y�ﾈﾏｸ�Xﾙ�X湜,ﾃ�U�I&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有蜜物鼠こよ �-�*H閂��,ﾘ�ｹv頽�ﾉ7ｸ��W94ｸﾘr��

ろ汚染状態 ��i5儻Hｽｹ}飆(����

汚漣土壌の陸稲 ��c�5縋ﾙxｸ�����i5儻H�}�(����

汚染土壌の運搬の方法 凛H補厩i:隗b��
議繚乱醇額慕参照 

汚染土壌を運搬する勧〕氏缶 又は名称 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｸ4�ﾈ檍���

汚染.上境を処即-る擁)氏母 親ま名称 乘H�檍��5x�ｸ��48耳��6X4�6ﾘ5��

汚染土様を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy}9���Y��+ｦﾈ�(ﾆ)NI�ｹ*ﾃ��

汚染土壌の搬出0薄手予定日 兌ﾙ�ﾈ+�}ｩK冑以闃�?｢�

綿製土壌の搬出完了予母国 兌ﾙ�ﾈ8i�ﾉ�8��齪ﾅ(8H��

汚染土壌の運搬完了予電照 丶8ﾇY?�k颯���hﾈ靉��ｨ*B�

汚染土壌の処理売子予定照 兌ﾙ�ﾈ8hﾍ�����8ﾈ靹(冷�

運搬の剛二院する自動車等の 所有骨の氏名又ぼ綱吸び避 結党 ��i5竸ｨﾖ�VﾓH����

摺替えを行う場所の所在地推 ぴに所有者の氏名又は名称及 び逝綺先(運搬の際、積替え を行う場合に限る.) ��

保管施設の新任地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 るし) ��

臓考l　この用紙の大きさは、 「l本」二熊規格A嶋とすること二

2　氏名腰人にあってほぞの持表替の氏弟)を藍峨し、押印することに代えて、本人(潰

人にあってほぞの代襲蔚)が署名することができる、

読議了董萱ニチリング甑約
十宜し　O3-5298-撃4 1 5



添付塵類3-1

上　運搬プロ一関



様式第十六(第六十一条第一項関係〉

東京都知事　繊

汚染土撥の区域外搬出届出書

平成諸年ノ〇月信田

震譜擬怒雑書志詣露呈
上総代理人

東京都港区赤坂二丁菌14番2了号
国際新赤坂ビル東館

届出者

(氏名又揚名称及び住所並びに法人にあっては、その代表替の氏勧

土壌汚染対策津別6条第1項の規定により、要措寵区域等から搬出する汚染土壌について、次の

とおり届け出ます。

襲措置区域舘の所柾地 忠&餉IUﾈ鹵�8ﾈｹ�79Lｸ�8蕀68自)ｩ�hﾗ�/c宙自n��

汚染土壌の特定者審物質による 汚染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ�,ﾙy隴ﾉtﾉ|佩ﾈ��W94ｸﾘx��ﾟ(uiz8ｷｲ��
ふっ紫及びその化合物(土壌溶出量基準不適合L観鵬相 

※詳細ま添付菌類　工のとおり 

汚染土壌の体韻 �.h�ﾈ<�ﾓ2�
※詳細ま添付番頭　2のとおり 

汚染土壌の運搬の方港 凛H補�?ｩ:齏(�ｸ刮�Y7��ｸ�yﾘ邵ｴ"�
※詳細は添付啓類さのとおり 

汚染土壌を避搬する者の氏名叉 は名称 乘H�檍��5H98�ﾈ7(6(4��R�

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5x�ｸ荿耳6X4�6ﾘ5�-�ﾉ;�ｼh�瓜ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢gﾂ�

汚染土蛾を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊx���ｨ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ窺I&��

汚染土壌の搬出の諸手予定日 兌ﾙ�ﾈ益?ｸｸﾘ<�ﾈ���ｹﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ����ｬx琪ﾈ�����ﾙ�����������������靨�

汚染土毅の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉ<X+x棈琪ﾈ���D�?ｨ����������c#りｭHﾏｳ��

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4�D�-8ﾈ���ｽ�?ｨ��������z凛8ﾄ�u儉ｸ,ﾘﾘ�狽�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 冕8���x�x�������X�ﾂﾘ�����������������������������ﾂ�※添付書類うら言のと㍗∴∴∴撃寵怒譜㌢ 

積蜜えを行う場所の所在捜並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の随、韻替えを行う場 合に限る。) ��

保管施設の所在拙並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保管 施設を用いる場合に限る。) ��

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代襲哲の氏名)を謡賎し、押印することに代えて、本人(法人にあってほぞの代表者)

が塑名することができる。
【連絡先】 

所属　鹿島建設株式会社　東京建築支店 
済生会中央病院新主棟建設工事事務所 

艶番発病尋一触l 

藷棄却3-5443・純2 



添付書類馨-l

上　運搬フロー図

掘削除去区画雪-東京部活区三国一一丁昌1 0 1蚕9の-部(地番)

鉛及びその化合物(含有軽主ふっ素及びその化合物(溶出畳)

連戦;練武会社廿かピッ臼 劍�9.ｩL��9mXｨH將��� � ��

県名古屋∴ �.海区郡見 剪ｬ与子音∴ �� �� 

荷姿.外人 �� ���4����や 

処理;珠式会社ジーイーテクノス
押奈川県税浜市神奈川区恵比須町8蛮地

擢類:分別篤陸閏総数
処理方法:分離寂び選別

‾‾‾‾…‾‾…‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-…盲蒜蒜董這;

:連鞭中経武義 ���5cｨ�穐�4���� ��

見　蓄電 ��

濁姿;・舷融す夷匿 鳴宛i��� ��

処理:株式会社サン・ビック
愛知県名古屋市藩医潮厩町も4′も2群書′勘瑞発電

種類こ浄化等処理施殴
処理方法こ浄化、碗浄方式

」績○○〇着置書置営置_○○○○賀置着_輸__置_農職葛農__細冒事__裏書置-_-置置_場_

図十1汚染土壌運搬処理フロー囲

え　運搬体制

運搬受託者:採式会社サン・ビック

協力会社及び使用する自動車等の一覧は,添付薔類4のとおり



様式第十六(第六十・ -・条窮喜一噴関係)

汚染土壌の区域外搬拭届出書 劔/′7号 

平成」手車/夕月　ノダ円 

東京報知尊∴殿 

東京都品川区両天井上5-20 
届出こ 土壌汚染対策法第16粂第l項の � ��

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾi�ﾉ�X皐自)ｩm｣iMC8ﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵��下 
町京都品川医西大井一丁冒軸47番lほか30挙(壇番表示) 

汚染土壌の特定有畜物酎こよ ��ﾒ�7��ｸｭﾉtﾉNｸ�Yv頽�ﾘｮ顏�W94ｸﾘr��ふっ葉(土壌溶出基準不適合) 

る汚染状態 �-�*Hﾄ�*ﾙ7��ｹ�ﾘ�ﾇ舒顏�W94ｸﾘr��

※詳細は添付嘗類1のとおり 

汚染土壌の体積 �33h�S)4X�������h�ｨﾝx,ﾙ5儻I�xｨ�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�)}騅X,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾉTR�

汚染土壌の搬出の漕手予蓮田 兌ﾙ�ﾉkﾈ��<�ﾈ陷�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾘ�������ﾈ韆H��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾘｪ(����ﾈ�<�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ������ﾈ�8h5�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の陳、積替え を行う場合に限る。) 丼�9h,�+R�

保管施設の所在地並びに所有 仍��R�

者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 丼�9h,�+X����������������������ﾉEc依��2�

両馳駆 
○　○　-〇〇〇着か1′青 剄圏w 

謀議藤 　一一半こ:雪圭;〇ここ雪軍手}-“ 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者’が蒜惹蒜露‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ∴臆臆「



汚築土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域;

東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30肇(地番表示)

鉛含有畳基準不適合土壌、鉛溶出畳基準不適合土張
ふっ素溶出畳基準不適合土壌、ほう幕藩幾重基準不適合土壌

【運搬受託者】 
YAMAテック株式会社 

荷姿:直読み十浸透防止シート等 

【処理施設】
株式会社ジーイーテクノス続演事業所
神奈川県横浜帝都奈川区恵比須町8
処理方法:分別等処理

08呂〇〇〇1 ○○2号

2.施工体制

運搬受託者: YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する自動事等の一覧は、添付書類色のとおり

3.連毅等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

一　掘削現場に鉄桶を敷き、タイヤへの汚染土壌の付着を防止します。なお、汚染土嬢が付着した場合

は、敷曲内において、タイヤの乾式洗浄を行います。

事　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

`　汚染土壌醇、自動車の荷台全面にシート掛けを行い、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します。

②　運搬に伴う悪臭、騒音及び開削こよる生活環瑳保全上への支障を防ぐ措置

一　積込みに波、低騒音型かつ低振動型の建設機械を使用します。

、使用する自動車の最大積載重量及び法定速度を憤守します。

◆　場内では、不要なアイドリング・空吹かしの禁止を徹底します。

⑧　緊急時の対応

・事故等を未然に防ぐための注憲事項筆について、事前に作業員等への教育を行います。

青　紫急連絡体制、緊急時の対応マニュアルを整備し、運搬車両等に備え付けます。

④　自動車等及び運搬容器の鰭進

軍　汚染土壌の運搬には、ダンプトラックを使用し、荷台全面にシート掛けを行います。



様式第十六(第六十一条第一項関孫)
† 汚染土壌の区域外搬出届出書 劔’三・ 

東京都砧　段　　　　　　　　　平成羽年′上月∴皇国 

土壌汚染対策法第16条第l項の 刹K定によ生要措置区域等から搬出する汚染土壌について,次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所荘抱 俔ﾙ8ﾈｾi8ﾈﾛｸ�)ｩmｩ{���MH�ｨ,ﾈ自YH��&餉IUﾈ鹵�� 
燈-28-43、措7弱) 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾈﾘﾈ��7��ｹv頽�儻94ｸﾘx皦��O��h��5h4�98��-8,��

る汚染状態 倚R�7��ｹv頽�&IW94ｸﾘr��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 塔cc8�jvﾙMh���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}駛�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:鞏ｨｷ�-�zH補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土蜜を遜描する者の氏名又は名称 妊���xﾌ85h5�6X8�ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4h5(5h5�6X8�扎圷ｩH�檍����鉙ﾞ慰��｢�
オオブ開撥株式会社　東温事業所 

株式会社デイ■シイ　川崎工場 

汚染土壌を処理する施設の所 在飽 亰��88�扎圷��ｸ�68ﾊy�Xｭ倡8扞:�*ﾈ駟�Y�亥(屮cS��
オオノ関毅抹式会社‥費媛県東温市河を内幸犬小屋乙髄番l 

榛式会社デイ・シイ:神奈)1同順市川噛区溌野町増し号 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�,ﾘﾈ莓ﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖ｨ��D霾���ｴ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���9hﾈ霈)?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���xﾈ隸i?｢�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}紿����,ﾈ,h*�.��

積善えを行う場所の所在抱並 �8ﾈﾅ�WY:ｨｩH�檍��ｩ��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ��ye粟i��*ﾃ�3��

ぴに所有者の氏名又は名称及 妊��,ｨ戊ｩH�檍���H�68ﾊy&ｨ��9>昿9>厂x���##���

び連絡先(運搬の際、頼替え �4�4�6ﾘ､ｮ8xｩH�檍��+�蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��田)fR�

を行う場合に限る。) ��i5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所柾地並びに所有 凭ﾞ�iWY:ｨｩH�檍���I��=��ﾈﾊx�d價h�9�ﾉ=8ｾi��*ﾃ�ﾇfﾂ�

者の氏名又は名称及び連絡先 妊��,ｨ戊ｩI4hｧ俶ﾘ�68ﾊy&ｨ��9�I�ﾈﾖ��Iw�鬨���#(ｩｲ�

(保管施設を用いる場合に限 �4�4�6ﾘ､ｨｵｸｩH�檍��ｸ蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��田)MC2�

る。) ��i5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

連絡先 

担当者所属　風趣建設採式会社　第三草葉部 

担当者氏名　　　　　　寓話番号　0組秘2細長さ88　FAX番号　045・232-5589 

備考ユニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 　芝氏名(潜入にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに伐て之徳薙(蜜 

人にあってほぞの代表部が署名することができる。　　　　　璃翻轍第㌦ 

憲醗擬翰’ 
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